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平成 29年度
都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会

と　き　平成 29年 12 月 7日（木）13：30 ～ 16：00

ところ　日本医師会 3F 小講堂
[ 報告 : 専務理事　林　　弘人 ]

1. 開会
横倉義武 日本医師会長　日頃から医療紛争の対
応に献身的にご尽力いただき感謝する。来年度か

ら勤務医、研修医の医賠責保険料の引き下げに伴

い、会費を抑えることができた。日医の医賠責保

険制度は会員にとって安心の支柱であり、より多

くの会員の先生に加入いただくように努力してい

く。

　ところで、診療報酬改定の財源においてはさ

まざまな議論があり、本体の改定をマイナスにし

ろという財務省の強い圧力に対し、それでは地域

医療が崩壊するということでせめぎあいをしてい

る。何とかプラス改定に持ち込むように、執行部

一同努力している。本日はよろしくお願いする。

2. 日医医賠責保険の運営に関する経過報告
（1）医賠責保険料の改定について

　平成 28年の臨時代議員会や都道府県医師会長

協議会において、医賠責保険は民間の保険にはな

い補償やサポート体制に優れているものの、保険

料を比較すると割高感があり、勤務医の日医加入

促進のためにも、保険料の引き下げを検討してほ

しいとの要望があった。それを受け、A2（B）会

員と A2（C）会員の医賠責保険料を引き下げる

こととし、平成30年4月から実施することになっ

た。

（2）経過報告

　紛争処理付託受理件数は全国で 13,208 件。

　平成 28年 7月から平成 29年 6月までの 1年

間に日医の賠償責任審査会において審査された付

託案件を診療科目別に分類すると、内科が 22％

で最も多く、整形外科 20%、産婦人科 18％、眼

科8%、外科7%…の順になる。前年と比較すると、

内科と産婦人科の順位が入れ替わり、かつ案件の

総数はかなり減少している。

（3）日医医賠責保険特約保険の加入

　都道府県によりまちまちであるが、多いとこ

ろは A1会員の半分が加入している都道府県もあ

る。A2 会員では、多いところでも 29% である。

特約保険は、法人への責任もカバーできる。今後

も多数の会員に加入してもらいたい。

（4）改正道路交通法と医賠責保険

　改正道路交通法の施行により、75 歳以上の運

転者については、認知機能検査の結果、認知症の

おそれがあると認められた方は、臨時適性検査又

は診断書の提出が義務付けられた。

　基本的な考え方としては、日医医賠責保険は、

医療行為により生じた身体の障害について損害賠

償請求された場合を対象としている。つまり、診

断書作成が原因で診断した患者自身に身体障害が

発生した場合は対象となる。一方、患者自身に身

体障害が発生していない場合には対象外である。

　

賠償請求を受けた場合の保険適用について

（次頁スライド参照）

3. 講演「愛知県医師会医療安全支援センター（苦
情相談センター）の活動内容と医事紛争のため
の対応について」
　愛知県医師会の樋口理事がご講演。

　医療安全対策として、患者への対応向けに「医

療安全支援センター（苦情相談センター）」、また

医師会員への対応として、会員相談窓口を設置し
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ており、これら相談で賠償請求がなされた場合は、

医療安全対策委員会へ付託している。

　「医療安全支援センター（苦情相談センター）」

は、ナース 2名、MSW2 名の専任相談員を配置

しており、医学的な知識が必要な場合は、専門医

師が対応する。損害賠償請求がある内容の相談

には応じない。愛知県医師会と主要地区、行政や

保健所と連携しながら対応している。最近 10年

間の相談実績は 10,262 件で、賠償請求のあった

ものは 2.3％であった（医療安全対策委員会に付

託）。

　なお、県民向け冊子『これってどうなの？』を

発行しており、診療や医療費、薬や症状に関する

主な疑問をわかりやすくQ&A方式で纏めている。

4. 講演「過剰・不適切要求行為に対する医療機
関からの相談対応について」
　東京都医師会の橋本理事がご講演。

　平成28年10月から1年間、モデル事業として、

医療業務阻害対応支援事業を行った。具体的には、

トラブル対応の経験のある警察OBを組織化した

「ホスピタルサポートサービス」を活用した会員

向け支援である。24 時間対応の専用相談窓口を

設置し、地区医師会を経由せずに直接ホスピタル

サポートサービスに電話できる体制で、状況に応

じて警察OBが個別訪問をしている。対象は 500

床以下の医療機関である。モデル事業中の費用は

東京都医師会が負担、個別訪問においては医療機

関が負担した。

　相談件数は 63件、うち現場対応は 3件であり、

地域差や周知度も影響しているためか、認知度が

高い地区では継続して相談が多かった。なお、人

員面からか、診療所からの相談が多い。

　相談内容は、不当な要求、支払トラブル、診療

クレームが多い。実施においては、医療機関の 9

割がとてもよいと評価している。

5. 講演「医療紛争に関する文書と裁判所への提
出義務」
　日本医師会の手塚参与がご講演。

　民事訴訟においては、場合により「立証証拠調

べ」が行われる。相手方や第三者に文書を求める

方法としては、「文書送付嘱託」と、先述の「文

書提出命令」がある。前者は提出に応じるかは任

意で、提出しなくても制裁規定はない。後者は提

出義務があり、応じなければ制裁もある。ただし、

除外事由があり、その要件として①内部文書性、

②不利益性、③特段の事情、があれば除外できる。

　一般論として、仮に外部に開示した場合、訴訟

についての自由な意思形成が行えなくなったり、

医療の専門家としての評価や意見を記載すること

が妨げられてしまうなど、開示によって所持者側

に看過しがたい不利益が生じることもある。

6. 最近の付託事例から
　日本医師会の医賠責対策課長から解説。

　平成 23 年と 28 年の日医付託状況を比べてみ

ると、近年は長寿化に伴い、患者 85歳以上の付
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託が増加している。とくに、老人ホーム入所中の

事故が多く、有料老人ホームは、軽費老人ホーム

や養護老人ホームに比べて多い。

　施設入所者の医療事故が訴訟に至る経緯とし

て、入所者の容体が悪化して、医療機関に転送し

て短期間で死亡した事例で、施設側としては、医

療ではなく入所サービスを行っていること、医療

機関としては、適切な治療を行っている立場でい

ても、遺族としてはなぜ急死したのか、もっと早

く対応すべきだったのではといった不満・不信が

出てくる。裁判所としては注意義務違反とまでは

言えないが、医療機関側がもう少し注意深く対応

し家族にも説明をしていればよかったとして、訴

訟上の和解になった事案もある。

7. 閉会
今村定臣 日医常任理事　担当の先生方には、日々
の対応に当たっていただき、お礼を申し上げる。

本日のご発表にもあったように、医療現場では、

相談を始め紛争前後のさまざまな苦情の一方で、

医療従事者に対するハラスメントもあり、日常的

に問題が多い。医事紛争解決には相当な時間を費

やしておられるが、そのご心労に心から敬意と

感謝を申し上げる。今後とも医師会間における緊

密な連携により会員の先生方のために制度運営を

図っていきたい。


